
佐賀オスプレイ基地建設阻止行動10ヶ月間の概要と県公安委員会・県警の対応について　	

記者会見，2024/11/18　オスプレイストップ！9条実施アクション佐賀	
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←「戦争で島を取り戻す！」 
　　　　　　　↓	

↑	

防衛省の説明パンフから	
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	佐賀の街を走るダンプ（加工画像）	

　　　　　　　↓ 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昨年６月の自然発生的な阻止行動



　８月１９日の様子 

　１０月２８日、「民衆の歌」を歌う 



県警は「自治体警察」である	

県公安委員会の「任務」	

警察法38条4項　	

第5条第5項の規定は、都

道府県公安委員会の事務

について準用する。	

→第5条（国家公安委員会

の任務及び所掌事務）	

「・・・個人の権利と自

由を保護し、公共の安全

と秩序を維持することを

任務とする。」	

 5



11月13日に提出した二度目の「苦情申し出」から引用：	

・・周辺住民の自治会長が「シェルター」を建設容認の条件としたよ

うに、軍事緊張を一層高めることに寄与しています。	

今一度、警察法三十八条が貴委員会の「任務」として定める「個人の

権利と自由を保護」を再認識していただくことを要望します。現状は、

個人の憲法的権利である「平和的生存権」がますます危うくなりつつあ

る状況であり（次のスライド参照）、貴委員会の責任は重大です。・・・	
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朝日新聞デジタル、2023年3月27日から：「・・・自治会長らは「自衛隊駐屯地ができればミサイ
ル攻撃を受けることもありうる」として、攻撃に備えた地下シェルターや避難壕（ごう）の役目を
果たす地下鉄建設、騒音対策として川副地区の各家の窓を二重化することも今後求めたいとい
う。」 
https://www.asahi.com/articles/ASR3V7S87R3VTTHB002.html

https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C.html
https://www.asahi.com/topics/word/%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C.html


戦争肯定（”やむを得ない”）、さらには戦争動員の宣伝への対抗 
Ａ　情勢、国際関係から 
１）安保条約信仰は「お花畑」思考 
国際法違反の原爆の日本への使用を謝罪しないアメリカがどうして「日本を守る」と信じるの
か？ 

２）仮に中国が台湾に軍事侵攻しても、当然それが不当であるにせよ、「日中平和友好条約」の
法的ベースに依れば「内戦」であり、それに日本が関与できるわけがない。 

Ｂ　理論的考察から 
１）「攻められる」心配はしても、自国が「攻める」心配はなぜしないのか？一国が他国から侵
略される確率と、その逆は、「場合の数の確率」としては等しい 。 1

２）ジュネーブ諸条約追加議定書に基づく無防備地域宣言 
３）文民統制下の軍は、政治権力が好戦化した時にスイッチを切る「安全装置」はない。常に平
和主義の政府が維持されると考えるのは、あまりにも空想的 

 「日本の科学者」2005年1月号の「読者の広場」, http://ad9.org/pegasus/docs/nagasaki/symmetry-kant.pdf1
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http://ad9.org/pegasus/docs/nagasaki/symmetry-kant.pdf


２）軍備による／軍備によらない安全保
障との「公平な比較」（左の図）と、そ
の時間発展の考察（下の図） 
３）軍備撤廃のデメリットを補う、ジー
ン・シャープの「市民力による防衛」 
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「護憲」から「9条実施」へ、	

　さらに　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
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